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建築物における天井脱落対策

四国地方整備局 建政部都市・住宅整備課

過去の地震における天井脱落被害

○芸予地震（平成13年3月24日）

※２００１年３月２４日芸予地震被害調査報告 国土技術政策総合研究所、（独）建築研究所
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○十勝沖地震（平成1５年９月2６日）

過去の地震における天井脱落被害

※２００３年十勝沖地震における空港ターミナルビル等の天井被害に関する現地調査報告 国土技術政策総合研究所、（独）建築研究所
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○宮城県沖地震（平成1７年８月１６日）

過去の地震における天井脱落被害

※スポパーク松森における天井落下事故調査報告—大空間を有するスポーツ施設等の施設の天井落下— 国土技術政策総合研究所、（独）建築研究所
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政令改正以前の建築基準法における天井脱落に係る規定

【建築基準法施行令第３９条】

屋根ふき材、内装材、外装材、その他これらに類する建築物の
部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの
は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しない
ようにしなければならない。

※「体育館等の天井耐震設計ガイドライン」（(財)日本建築センター）

＜天井の構成例＞

5

非構造部材（天井）の脱落対策に関する対応状況

芸予地震、十勝沖地震による被害を受け、技術的助言(H13.6.1、 H15.10.15 )を通知し、
以下の対策を助言。

①構造体と天井材の間にクリアランスを設ける
②吊ボルトにブレースを設ける
③Ｔバーを下地材に固定する
④剛性の異なる部分相互の間にクリアランスを設ける 等

宮城県沖地震による被害を受け、技術的助言(H17.8.26)を通知し、以下の対策を助言。
①建築確認の際に、天井に関する設計図書の提出を求め、H15通知の対策が適切にとられて

いることを確認
②中間検査又は完了検査において、天井の工事写真を求める等により、設計図書通り施工さ

れていることを検査

過去の地震被害に対する対応状況
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■東日本大震災での天井脱落の被害

○ 東日本大震災では、体育館、劇場、商業施設、工場などの大規模空間を有する
建築物の天井について、比較的新しい建築物も含め、脱落する被害が多く見ら
れた。

音楽ホールにおける天井の脱落 体育館における天井の脱落

東日本大震災での天井脱落の被害
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体育館における天井の脱落

旅客施設における天井の脱落

ホールにおける天井の脱落

脱落した天井部材

東日本大震災での天井脱落の被害
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東日本大震災での天井脱落の被害アンケート調査

■１６都県に対し天井脱落被害建築物に関するアンケート調査を実施

○被害建築物の建築時期

昭和５６年（新耐震基準施行）以
降の建築物でも多くの被害が発生

○被害箇所の面積

面積が大きな場所の天井で多くの
被害が発生

※平成23年度 建築基準整備促進事業
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天井脱落対策に関する技術基準の作成について

平成２３年４月 地震被害を踏まえた非構造部材の基準の整備に資する検討（Ｈ２３）

東日本大震災による天井脱落被害のアンケート・現地調査
吊り天井の固有周期及び許容耐力に関する実験
吊り天井の地震時挙動に関する検討（実験、数値解析）

吊り天井の耐震設計に係る基準の高度化に資する検討（Ｈ２４）

システム天井に係る調査
設計上の実務的課題に関する調査

平成２４年７月

平成２５年２月

平成２５年７・８月

政令・技術基準告示案のパブコメ

政令・技術基準告示の公布

平成２３年３月 東日本大震災（約２０００件の天井脱落被害（（社）日本建設業連合会からの報告による）

対策試案（建築基準法に基づく義務づけ等）のパブコメ

※建築基準整備促進事業
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平成２６年４月 政令・技術基準告示の施行



■ 建築基準法の天井脱落に係る規定

○ 建築基準法では、天井について、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱
落しないようにしなければならない旨規定 【建築基準法施行令第３９条】

■ 建築基準法に基づく天井脱落対策の規制強化

○ 天井脱落対策に係る基準を定め、建築基準法に基づき、新築建築物等への適合を
義務付け

対象 ： ６ｍ超の高さにある200㎡超の吊り天井
基準 ： 吊りボルト等を増やす、接合金物の強度を上げるなど

※ 建築基準法施行令等は平成２５年７月１２日公布、関連告示は平成２５年８月５日公布

※ 今後汎用性の高い設計法が開発された場合等には告示への位置付けを検討

■ 既存建築物への対応（案）

○ ネットやワイヤの設置の基準について、増改築時に適用できる基準として位置付け
○ 防災拠点施設など特に早急に改善すべき建築物＊について改修を行政指導

＊ ア．災害応急対策の実施拠点となる庁舎、避難場所に指定されている体育館等の防災拠点施設

イ．固定された客席を有する劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場

○ 定期報告制度の活用による状況把握
○ 社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金の活用による改修費用への支援

（天井のみの耐震改修を交付対象に追加【平成25年度当初予算】）

（平成２６年４月１日施行）

建築物における天井脱落対策の全体像
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天井脱落対策に係る基準
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従来の仕様 基準（仕様ルート）

クリップ、ハンガー等の接合金物
引っ掛け式等で地震時に
滑ったり外れるおそれ

ねじ留め等により緊結

吊りボルト、斜め部材等の配置 設計により様々

密に配置
吊りボルト １本／㎡
強化した斜め部材 基準に従って

算定される組数

吊り長さ 設計により様々 ３ｍ以下で、概ね均一

設計用地震力（水平方向） 実態上、１Ｇ程度 最大２．２Ｇ

クリアランス
実態上、明確に設けられ
ていない

原則、６ｃｍ以上

■ 天井脱落対策に係る基準

■ 在来工法による天井の構成例

斜め部材



天井脱落対策の対象となる天井と検証ルート

仕様ルート 計算ルート

耐震性等を考慮し
た天井の仕様に適
合することで検証

（天井の質量2kg/
㎡超20kg/㎡以下）

○以下のいずれかのルートを適用し検証。

天井の耐震性等を
告示で定める計算

で検証

（設計者の判断に
より安全を確保）

大臣認定ルート

複雑な天井等仕様
ルート及び計算
ルートに適合しない
天井の耐震性等を、
実験及び数値計算
で検証

○新築時の基準
または

※増改築時に適
用できる基準と
して位置付け

既存の天井
特定天井（脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井）

６ｍ超の高さにある、面積２００㎡超、質量２kg/㎡超の吊り天井で
人が日常利用する場所に設置されているもの

既 存 建 築 物新 築 建 築 物 等

※その他の天井

○吊り天井以外の
天井

○人に重大な危害
を与えるおそれ
の低いもの。

・ 高さ６ｍ以下
・ 面積２００㎡以下
・ 天井の質量が

２kg/㎡以下

○人に危害を与え
るおそれがない
場所に設置され
ているもの。

・ 居室、廊下その
他の人が日常利
用する場所に設
けられるもの以
外の天井

水平方向の地震力に対し斜め部材等を配置し、
周辺にクリアランスを確保

落下防止措置

○天井が損傷
しても落下し
ないような措
置がなされて
いるもの

・ ネットの設置

・ 天井をワイ
ヤー等で吊
る構造

中地震で天井が損傷しないことを検証
（これにより、中地震を超える一定の地震においても脱落の低減を図る。）

構造躯体の特性を
時刻歴応答解析で
検証する建築物に
ついて天井の耐震
性等を検証

その他の方法によるもの
・仕様ルート・計算ルートの追加（告示）により対応を

検討 13
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天井脱落対策に係る技術基準の概要
【告示＊第三第１項：仕様ルート（2～20kg/m2）の場合】

② 天井材は、ねじ、ボル
ト等により相互に緊結す
ること

⑨ 斜め部材は、
V字状に、算定
式で必要とされ
る組数を釣り合
い良く配置

① 天井の単位
面積質量は、
20kg/m2 以 下

とすること

③ 支持構造部は、十分
な剛性及び強度を有し、
構造耐力上主要な部分
に緊結すること

④ 吊り材には、吊りボ
ルト又は同等以上の引
張強度を有するものを
用いること

⑤ 構造耐力上主要な部
分に取り付ける斜め部
材又は吊り材は、埋め
込みインサート、ボル
ト等により緊結するこ
と

⑦ 天井面に段差等
を設けないこと

⑩ 壁等との間に、
6cm以上の隙間
を設けること

■吊り天井：部分モデル図

⑥ 吊 り 材 は 、
１本／㎡以上を
釣合い良く配置

⑧ 吊り長さは、3m以下
で 、 お お む ね 均 一 と
すること

⑪ 屋外に面する天
井は風圧により
脱落しないこと

＊ 「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」（平成２５年国土交通省告示第７７１号）

※規定の概要を示したものであり、規定の内容の詳細については告示を参照されたい。
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（参考）天井基準関係ホームページ

○ 「建築物の天井脱落対策に
係る技術基準の解説」

・ 法令の逐条解説
・ 試験方法の詳細
・ 設計例

※一般社団法人 建築性能基
準推進協会HPで公表

住宅・建築物安全ストック形成事業の拡充

■ 内容
（１）天井のみの耐震改修工事の補助対象化

○ 補助対象：
① 対象となる天井

a．用途が次のいずれかであること
・固定された客席を有する劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等
・防災拠点施設（避難所に指定されている体育館、災害応急対策の実施拠点となる

庁舎等）
b．6m以上の高さにある200㎡以上の吊り天井であること
c．耐震診断の結果、天井が脱落する危険性が高いこと

② 対象費用
天井の耐震改修（撤去費用を含む。）工事費

○ 補助率：国費率１１．５％ 防災拠点施設については１／３
○ 補助対象限度額（天井面積当たり）：13,400円/㎡

（２）構造躯体と天井とを併せて耐震改修する場合の単価の設定
構造躯体と天井とを併せて改修する場合は、耐震改修の補助対象限度額に天井面積
あたり13,400円/㎡を加算する。

■ 目的

○ 迅速な避難が困難となる固定された客席を有する劇場、避難所等震災時の機能確
保・安全確保が特に必要施設等について、天井の改修を促進する。
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